
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苫小牧市立拓進小学校 

緊急時児童引き渡しマニュアル 

令和７年４月 

苫小牧市市立拓進小学校 
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引き渡しの判断基準及び必要な情報 

○第四次参集基準 

・通学路の冠水や液状化・地割れなどの情報 

・特別警報等の解除見込み状況 

・交通機関等の状況 

・ライフラインの状況 

・避難指示・命令等の状況（学校は原則避難所である） 

・火災時は、延焼の可能性等を考慮した引き渡し場所の選定 

・津波等の情報（避難最優先） 

 

 

校外での引き渡しにおける留意事項 

・引き渡しが可能かどうか判断する。（二次災害の危険の有無等） 

・学校に戻って引き渡すのか、現地で引き渡すのか、どちらが安全かを判断する。 

 （移動中の安全が確保できるのか、移動に要する時間で災害が大きくならないか等） 

・現地で引き渡す場合は、学校と連絡を取り、現地に保護者に引き取りに来てもらう。 

手順の基本は、学校での引き渡しと同様にする。 

・校外学習の際には、災害に備えて安全に待機できる場所を確認し、可能な限り保護者に

周知することが望ましい。 

 

 

 

１ 緊急時の引き渡しについて 

「緊急時の児童引き渡し」とは 

 ・地震や風水害等の災害時に、災害の規模や状況により、児童を下校させる

か学校に待機させるかを判断します。 

 ・全ての災害において、第四次参集レベル（震度５強以上、大津波警報、風

水害に関わる特別警報等）では、保護者引き渡しを原則とし、児童だけで

の下校を行いません。 

 ・第三次参集レベルにおいても、通学路の安全等が確認できない場合は保護者

引き渡しとし、さくら連絡網にて周知を図ります。 

 ※災害ごとに参集レベルが定められており、地震だと震度５強以上、風水害だ

と特別警報が発令された場合に第四次参集レベルとなります。 

（「拓進小学校学校防災マニュアル」より） 
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(1) 暑さ指数（WBGT）を用いた活動判断 

（１） 災害等において「緊急時引き渡し」が必要かどうかを判断【学校】 

   本マニュアルや校内外の状況を踏まえ、児童の安全を最優先に学校が判断する。 

 

（２） 学校から各家庭に引き渡しに関する連絡【学校】 

   さくら連絡網にて、学校から保護者に「緊急時引き渡し」を行うことを周知。（緊急

であることから、複数回の周知を想定。） 

 

（３） 連絡した下校時刻に合わせて、保護者による児童のお迎え【家庭】 

   定められた時間に、保護者が児童を迎えに来る。 

※緊急時であることを踏まえ、徒歩でのお迎えをお願いすることもあります。やむを

得ず、自家用車で迎えに来る場合は、下記の地図に従って対応をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 児童の引き渡し【学校・家庭】 

   ４月に各家庭が提出している「緊急時引き取り者確認表」に基づき、引き取り者氏名

にある方に、各教室において直接引き渡す。 

   ※引き渡しの際には、担任に「児童名、引き取りに来た方のお名前」を伝え、身分証

明書をご提示いただきます。 

※「緊急時引き取り者確認表」に記載の人物かどうかを児童に確認することもありま

すので、確認表に記載する方についてはお子さんにも確認をお願いします。 

※学校への出入りは、正面玄関（児童玄関）だけでお願いします。 

※複数のお子さんがいる家庭は、上の学年の教室からお迎えをお願いします。 

※児童クラブをご利用のお子さんについては、児童クラブにお迎えをお願いします。 

 

（５） お迎えがない児童について 

   事情によりお迎えができない場合は、学校に電話もしくはさくら連絡網の保護者連絡

機能にて連絡。 

   ※一定時間を過ぎた後は、体育館等に児童を集めて待機させることが予想されます。

お迎えが遅れる場合は、来校の際に児童の待機場所をご確認ください。 

２ 引き渡しの手順 

・校地内への入口と出口を右記の場所のみ 

とします。 

・入口前の道路は一方通行とします。 

・校地内においても、矢印の方向のみの一方

通行とします。 

・緊急時は、グラウンドも駐車場として開放

します。 
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さくら連絡網により、「緊急時引き渡し」を行うことを周知 

【引き渡しの手順】 

①学校に保護者がお迎えに来る 

※自家用車で迎えに来る場合は、校地内を一方通行とする 

②お子さんの教室に行って、担任が保護者に児童を引き渡す 

 ※兄弟がいる場合は、上の学年からお迎えをする 

③引き渡しを担任が確認し、児童は保護者と一緒に下校 

すぐにお迎えができない方については、学校に連絡をお願いし

ます。その際に、迎えに来ることができる時間をお伝えください。

一定時間を過ぎた後は、児童を教室以外の場所に待機させること

もあるので、来校の際にご確認ください。 

災害発生（震度５ 強以上の地震、風水害特別警報・大津警報の発表） 

通学路の安全が確保されない等の状況を判断し、「緊急時児童
引き渡し」を行うことを決定 

連絡した下校時刻に合わせて保護者がお迎え 

【緊急連絡先】 

 拓進小学校 ０１４４－５２－５０１０ 

 拓進第１児童クラブ  

 拓進第２児童クラブ  


